
翌に当 た っ て は , 学習指導要領に 基づき滴 正 に 指導す る こ と を明 示する

こ とり j などが記載さ滓妙てしYた , (甲 2 6 0 )

2 争点くり (本案前の答弁 ) に つい て

(1) 原告らの被告都教委に 対す る前記 ｢第 1 請求｣ の第 1 な い し第 4 項は ,

い わ ゆる無名抗告訴訟で あり , そのう ち , 第 1 及 び第 3項は公 的義務の 不存

在確認請求 , 第 2 及び第 4 項は 予防的 不作為請求と 呼 ばれる訴訟類型である

(なお , 丁事件原告 らの前記 ｢第 1 請求 ｣ の第 2 項は , 平成 1 6 年法律第

8 4 号による改正後の行政事件訴訟法 3 条 7 項 , 3 7 条の 4 に基うく ｢差止

め の訴え ｣ で あ る。 )。 と こ ろ で , 具体的 ･ 現実的な紛争の解決を 目 的 とす

る現行訴訟制度の もと に お い て は , 義務違反 の結果と して将来何ら かの 不利

益処分 を受 けるお それがある と い うだけでは , 事前に上 記義務の存否の確定,

こ れに基づく 処分 の 発動の差止 め を求める こ と が当然のものと して 許されて

いるわけ ではな い。 しか しなが ら 当該義務の履行によっ て侵害を受ける権

利の性質及 びそ の侵 害の程度 , 違反 に 対する制裁と しての 不利益処分の確実

性及 びそ の内容文 は性質等に照らし , 上記処分を受け てか ら こ れに関する訴

訟 の中で事後的に義務の 存否 , 処 分の適否 を争っ た の で は,回復し難い 蘭 大 な

損害を被るおそれが ある な ど , 事前の救済を認め な ければ著しく 不相当 とな

る特段の事情が ある場合には , 紛争の成熟性が認め られる か ら , あら か じめ

上記のよ うな義務の存否 の確定 , こ れに基づく 処分の発動の差止 め を求める

法律上 の利益を認める こ と が でき るも のと解する の が相当 で ある (最一小判

昭 和 4 7 年 1 1月 3 0 日 民集 2 6 巻 9 号 1 7 4 6 頁参照 )。 平成 1 6 年法律

第 8 4 号による改正後の行政事件訴訟法 3 条 7 項は , 差止 め の訴え (行政庁

が一定の処分又は裁決をす べき で はない にも か かわらず こ れを しよ う と して

いる場合におい て , 行政庁 がそ の処分又は裁決を してはならな い旨を命ずる

こ と を 求 める訴訟) を 定 め , 同法 3 7 条の 4 第 1 項 , 第 2 項 は , ｢差止 め の

訴 えは , 一定の処分文は裁決が される こ と によ り重夫 な損害を生ずる おそ れ



が ある場合 に 限り , 提起する こ と が でき る。 ｣, ｢裁判所は , 前項に規定する

重大な損害 を生ずる か否 かを判断するに当た っ て は , 損害の回復の崗難の程

度を 考慮するもの と し , 損害 の性質及 び程度並びに処分又 は裁決 の 内 容及 び

性質をも勘案する も の とする。 ｣ と 規定 して いる のも、 上記と 同様の趣旨と

解される。

(の こ れを本件 につ いて み てみ る に , 前記前提事葬 によ れ ば , ①本件通達は ,

都立学校において , 入学式 , 卒業式等の式典にお い て国 歌斉唱 時 に起立 を し

な い教職員が い る こ と な どを問題と して , こ のよ う な状況を改め る ために.発

せられ た通達であ る こ と (前記前提事実(2), 圈), ②被告都教委は , 本件説

明会 , 都立高校校長連絡会等にお い て , 都立学校の校長ら に対 し , 再三 , 本

件通達に基 づき教職員に対 して 入学式 , 卒業式等 の式典にお い て国歌斉唱時

に 起立して国歌 を斉唱する こ と , ピア ノ 伴奏をする こ と につ い ての職務命令

を発するよう指導 し , 校長らは こ れに従っ て職務命令を出した こと (同G M ,

ウ , (" ア な い し力 , ク ), ③都立学校の各校長 は , 被告都教義の指示に基づ

き , 教職員が 入学式 , 卒業式等 の式典にお いて 国歌斉唱時に起 立 して国歌 を

斉唱す る こ と ピア ノ 伴奏 をするこ と につ い ての職務命令に違反 した場合 ,

こ れを･服務事故と して被告都教委に報告し , 被告都教委は , 当該教職員に対

し , 1 回目 は戒告 , 2 回目及び 3 回 目 は減給 , 4 回 目 は停職の 基準で懲戒処

分を行うと ともに , 再発防止研修を受講させている こ と (周回ケぐれ 切ない

し(対 , ス ), ④被告都教委 は、, 定年退職後に再雇 用 を希望する教職員に つ い

て , 入学式 , 卒業式等の式典にお いて国歌斉唱時に起立 して国歌斉唱 を しな

いなどの職務命 令違反 が あ っ た場合 , 再雇用 を拒否 して い ること (同国ケ

(ウ)), ⑤被告都知事 , 被告都教委教育長 , 被告都教委教育委員 ら は , 依然と

して教職員 が入学式 , 卒業式等の式典に お いて 国歌斉唱時に起立 しな い こ と

ピアノ伴奏を しない こ げ,沁 教職員と して あるま じき行為 であり , 懲戒処分

を受けて 当然との認識を有 し て い る こ と (同(2)ェ(劫〆銅ケ齢 , コ メ4射 せ例)
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が それぞれ認め られる ,

上記①な い し⑥の各認定事実に照 らす と 在職中の原告ら は , 今後も被告

都教委か ら本件通達に基づく指導を受けた校長 か ら入 学式 , 卒業式等の式典

にお いて国歌斉唱時に起 立 して国歌を斉唱する こ と , ピア ノ 伴奏をする こ と

に つい ての職務命令を受ける こ と , 同職務命令を拒否 した場合に 上記のと お

り懲戒処分を受け , 再発防止研修の受講を命じられるこ と , 定年退職後に再

雇 用 を希望 しても拒否される こ とは いずれも確実 であると指認する こ とが で

き る , そうだとする と , 在職中の原告ら ば , 懲戒処分等の強制の下 , 自 己 の

信念 に従 っ て入学式 , 卒業式等 の式典に おい て国歌斉唱時に起立 して国歌を

斉唱する こ と , ピア ノ伴奏をする こ と に ついて の職務命令を拒否 す る か , 自

己 の信念 に反 して上記職務命令に.従う かの岐路に立 たされる こ と になる ので

あ っ て , 後記 3 で詳述すると お り , 上記職務命令が違法 で あ っ た場合に侵害

を受ける権利は , 思想 ･ 良心 の自由等の精神的自由権に か かわる権利 である

か ら 権利侵害が あ っ た後に , 処分取消請求 , 慰謝料請求等が できる と して

も , そもそ も事後的救済に は馴染み にく い権利であるとい う こ とが で きる う

え , 入学式 , 卒業式等の式典が毎年繰り返される こ と に照らす と そ の侵害

の程度も看過し難いものがある とい う こ とが でき る . また , 在職中 の原告 ら

が , 上記本件通達に基づく校長の職務命令に違反する傷に懲戒処分等 の不利

益処分を受ける こ と は確実 であ り そ の処分は戒告 , 減給 , 俸繊と 回数を竇

ね る優に重い 処分となっ て い る。 そ うだ とする と 在職中の原告らが , 現在

の状況 で上記職務命令を拒否し続けた場合 , 懲戒免職処分となる可能性も 否

定するこ とが できず , これらの処分によ り原告らが受 ける 不利益は看過 し難

い ものが あ ると い える . これら在職中の原告らが侵害 を受 け る権利の性質及

びその侵害 の程度 , 違反 に対する制裁と して の不利益処分 の確実性 , 不利益

処分の内容及び性質に照 らす と 在職中 の原 告 らが本件通達に 基づく校長 の

職務命令に反 したと して 行 われ る であろう懲戒処分の取消訴訟等の平で , 事



後 的 に , 入 学 式 , 卒業式等の式典に お い て , 国 歌斉唱 の際に国旗に 向 か っ ＼

起 立 し , 国 歌を斉唱する義務 , ピア ノ伴奏をする義務の存否及 び当該処分の

適否を掌.っ たの で は , 回復し難い館大 友損害 を被る おそれが あ ると認める こ

と が でき , 事前の救済を認 め ない こ と を著 しく 不相当 と す る特段の事情が あ

ると い う べきで ある。

(3) こ れに 対 し , 被告 らくま , 現時点にお い て , 在職中の原告らが 入学式 , 卒樂

式等の式典にお い て国歌斉唱の際に 不起立 及びピア ノ 伴奏拒否 を繰り 返 すの

か否 か , こ れ に対し , い かな る処分が 下される の かな どにつ いて 不明 と い う

ほか ない こ となどか ら 同原告らに は , 事前の救済を認め ない こ と を著 しく

不相当とする特段 の事情は存在 しな い旨主張する。

しか し , 在職中の原告らの ザ部は , 本件通達発令後現在ま で の間 , 入 学式 ,

卒業式等の式典において国 歌斉唱 の際に 不起立及び ピアノ伴奏の拒否を続け

て きてお り , こ れに 対 し , 被告都教委は , 前記のと お り 戒告 , 減給 , 停職

と い っ た懲戒処分を行っ てきた こ と が認め られる (前記前提事英国)ケ肋ない

し燐 , 弁論の全趣旨)。 そ うだ とする と 在職中の原告ら全民が , 今後 , 入

学式 , 卒叢式等の式典にお い て , 国歌斉唱の際に不起立及びピア ノ 伴奏拒否

を繰り返すの か否 かが不 明 であ る か らと いっ て , あ ら か じめ入学式 , 卒業式

等の国教斉唱 の際 に国旗に向 か っ て起 立 して 国歌を斉唱する義務 , ピアノ伴

奏をする義務の存否の確定 , 処分の差止め を求める法律上の利益がない と い

う こと は困難である。

また , 被告らは , 在職中の原 告 らの中には , 被告都教委か ら職務命令違反 ,

信用失墜行為により既に懲戒処分を受け , 東京都人事委員会に対 して 同処分

の取消 しを求め て審査請求 を して いる者が い ると こ ろ , こ れらの者は , 同審

査請求な い し同処分の取消訴訟にお い て , 国旗に向か っ て起立 し , 国歌斉唱

をする義務の存否 を争え‘,#足り る旨主張する。 確かに , 在職中の原 告 らの 中

に , 被告ら主 張 のとお り 菩査請求 を して いる者がい る こ と は事実で あ る (弁
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論 の 全趣旨), しか し , 都立学校に お い て , 入学式 , 卒業式等の式典が毎年

繰り返されるこ と に 照 らす と 在職中の原告らが ,- 個 々 の処分の審査請求 ,

同 処分の取消請求 にお いて , 同処分の 前提と な る入学式 , 卒業式等の式典に

お い て 国歌斉唱 の 際 に国旗に向 かっ て起立 し , 国歌を斉唱する義務 , ピア ノ

伴奏をする義務の存否 , 当該処分の適否につ い て争う こ と‘は迂遠と い う ほか

なく , より抜本的な紛争解決の た め に は , 上記義務の存否 の確認 , 処分の差

止 め を求める法律上の利益を認め る の が相 当 と い える。 した が っ て , 在職中

の原告らの中に被告都教委から職務命令違反 , 信用失墜行為に より既に処分

を受け , 東京都人事委員会 に対 して 同処分の取消 しを求め て審査請求を して

い る者が いると して も 同原告らが事前に 上記義務の不存在確認 , 処分の差

止 め を 求 め る法律上の利益を 欠 い て い る と い う こ と は 困難と い うべき で あ

る。

国 丁事件原告 らの前記 ｢第 1 請求 J の第 2 項の請求は , 平成 1 6 年 法律第

B 4 号 による改正後の 行政事件訴訟法 に基づく ｢差止 めの訴え J であるが ,

前記圏の とお り , ①丁事件原告ら は今 後 も本件通逓に基づく 被告都教委の指

導を受けた校長 の職務命令 に基うき , 入学式 , 卒業式等の式典に おい て 国 歌

斉唱 の際に、国旗に向 か っ て起立 して 国歌を斉唱する こ と , ピア ノ 伴奏を する

こ と を命 じられ , これを拒否した場合に懲戒処 分等を受け る こ と は確実であ

る こ と ②そうだとする と 丁事件原告ら は , 懲戒処分等の強制の 下 , 自 己

の信念に従 っ て入学式 , 卒業式等の式典にお い て国歌斉唱 時 に起立 して国歌

を斉唱する こ と ピア ノ伴奏を する こ と と の職務命令を拒否する か , 自 己の

信念に反して上記職務命令 に従うかの岐路に 立 たされるこ と になるこ と ③

上記職務命令が違法 であっ た場合に侵害 を受け る権利は , 思想 ･ 良心 の自 由

等の精神的自由権に か かわ る権利であ っ て , そも そも事後的救済に は馴染み

にく い権利である と いう こ と が できる う え , 入学式、 卒業式等の式典が毎年

繰り返 さ れ る こ と に照らず と その侵害の 程 度 も看過 し難い も の が ある と い



う こ と が できる こ と , ④丁事件原告 らが受 ける懲戒処分は戒告 , 減給 , 停職

と 回数を重 ねる 毎 に重い 処分と な っ ており , 更 に回数を重ね た場合に懲戒免

職処分となる 可能性も否定 で き ないこと な ど処 分に よ り受ける不利益も決 し

て 小さくない こ と が それぞれ認め られる ,

以 上の各事実 に照 らす と 丁事件原告ら の前記 ｢第 1 請求｣ の第 2 項の

請求には , 損害の回復の 困難の程度 , 損 害 の 性質 ･ 程度 , 処分の 内容 ･ 性質

に照 ら し , 重夫を損害を生ずるおそ れ が ある と認め る の が相当である (平成

1 6 年法律第 8 4 号に よる改正後の行政事件訴訟法 3 7 条の 4 第 1項 , 第 2

増)。

(5) 以上検討したと お り , 在職中の原 告 らの 訴 えの うち前記 ｢第 1 請求｣ の

第 1 ない し第 4項に か か る部分には , 事前の救済を認め な い こ と を著しく 不

相当とする特段 の事情及び ｢重大な損 害 を 生ずる お そ れ J (平成 1 6 年法律

第 8 4 号 による改正後の行政事件訴訟法 3 7 の 4 第 1 項) が認め られ , 適法

と い うべき であり , 当該判断を覆すに足りる証拠は存在しな い。

争点鰯 (入学式 , 卒業式等の式典において 国 歌斉唱 の際に国旗に向か っ て 起

立 し , 国 歌を斉唱する蝨務 , ピア ノ伴奏をする義務の存否) に ついて

くり 国 民 は , 憲法 1 9 条 により , 思想 ･ 良心の 自由 を有する と こ ろ , 宗教上の

信仰に準ずる世界観 , 主義 , 主張等を全人格的にも つ こ と は , それが内心の

領域にとどま る 限り はこ れ を制約する こ と は許されず , 外部に対して積極的

又は消極的な形 で表される こと により , 他者の権利を侵害するな ど公共の福

祉に反する場合に限 り , 必 要 か つ最小 限度の制約に服 す ると解する のが相 当

で ある。

と こ ろ で , 我が 国 にお い て , 日の丸 , 君が代は , 明治時代以 降 , 第二次世

界大戦終了ま での間 , 星 園思想や軍国主義思想の精神的支柱と して用い られ

てきたことがある こ と ば否 定 し難い歴史的事実で あり , 国旗 ･ 国歌法に より ,

日 の 丸 , 君が代が 国旗 , 国 歌と規定 さ れた現在にお いて も , な お国民の間で
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こり 、ゞ〆＼ ′′‘‐‘じ ハノ′′′"

宗教的 , 政治的にみて 日の 丸 , 君 が代が 価値中立的な もの と認め られる ま で

に は至 っ ていない 状 況に あ るこ と が認め られる (弁論の 全趣旨)。 こ のた め ,

国 民の闇には , 公 立学校の 入 学式 , 卒業式等の式典にお い て , 国旗掲揚 , 国

歌斉 唱 をするこ と に反 対する者も少 なか らずお り (甲 1 2 4 2 4 8 , 2 4

9 , 乙 6 , 証人巽 【2 2 頁】 参照 ), こ のよ う な世界観 , 主義 , 主張を持つ

者の思想 ･ 良心 の自由 も 他者の権利を侵害する な ど公共の 福祉に反しな い

限り , 憲法上 , 保護に値する権利と い うべ きである。 こ の点 , 確か に , 入学

式 , 卒業式等の式典にお い て 国歌斉唱 の際に起立 しないこ と , 国歌斉唱 しな

い こ と ピア ノ 伴奏を しな いこ とを選択する理由は様々 なもの が 考 え られ ,

教職員に対 して , 入学式 , 卒業式等の式典にお い て 国 歌斉唱 の際に , 国旗に

向 か っ て起立 し国 歌 を斉 唱す る こ と ピア ノ 伴奏をする こ と を命 じた と して

も 特定の思想 , 良心 を抱く こと を直援禁止するものとま で はい えな い。 し

か し , 前記日の 丸 , 君が代に関する現在の状况に照 らすと 宗教上の信仰に

準ずる世界観 , 主義 , 主張 に基 ･づいて , 入学式 , 卒業式等の式典にお いて 国

歌斉唱 の際に国旗に向か っ て起立 し , 国 歌 を斉唱する こ と を拒否する者 , ピ

アノ伴奏をする こ と を拒否する者が少な か らずいる の であっ て , こ の ような

世界観 , 主義 , 主張を持つ者を含む教職員ら に対して , 処分を も っ て上記行

為を強制するこ と は , 結局 , 内心 の思想に基づいて こ の よ う な思想 を持っ て

いる者に対し不利益を課すに 等 しいと い う こ と が できる。 した が っ て , 教職

員に対 し , 一律に , 入学式 , 卒業式等の式典にお い て国 歌斉唱 の際に 国旗に

向 か っ て起立 し , 国 歌 を斉嘴する こ と ピア ノ伴奏をする こと“ごつ い て義務

を課すこ と ば, 思想 ･ 良心 の自由 に対す る制約になる もの と 解するの が相当

である。

上記 の考え方に対し , 被告 らは , 本件通達に基づき校長が教職員に対し ,

入学式 , 卒業式等の式典におい て , 国 歌斉唱を命 じ , ピア ノ伴奏を命 じる こ

と は , 教職員に対 し一 定の外部的行為を命じる も の で あり , 当該教職員の内
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心領域にお け る精神活動ま でを制約する もの ではなく , 思想、 良心 の自由を

侵害 していないと 主 張する . 確かに , そのよ うな考 え方も成り立 ち得な い わ

け で はな い。 しか し , 人の 内 心領域の精神的活動は外部的行為 と密接な関係

を有するもの であ り こ れを切り離して考える こ と は困難かつ不自然で あり ,

入学式 , 卒業式等の式典にお い て , 国旗に向 か っ て起立 したく な い , 国歌を

斉唱 したくない , 或い は国歌を ピア ノ 伴奏したくな いと い う思想 , 良心を持

つ教職員に こ れらの 行為を命 じる こ と は , こ れらの 思想 , 良心を有する者の

自由権を侵害 してい ると い うべき であり , 上記被告らの主張は採用する こ と

が でき ない。

の 上 記= のと お り , 教職員に対し , 入学式 , 卒業式等の式典にお いて 国歌斉

唱の際に国旗に向 か つて起立 し , 国 歌 を斉唱する こ と ピア ノ 伴奏をする こ

とに つい て義務を課す こ と が , 思想 ･ 良心の自由に対する 制約になる と して

も , 思想 , 良心 の自由とい え ども それが外部に対して積極的又 は 消極的 な形

で表される こ とによ り 他者の基本的人権を侵害するなど公共の福祉に反す

る 場合には ,必要かつ最小 限度の制約に服するも のと解するの が相当である。

そう だ とする と 原 告らが教職員又 は教職員で あ っ た者で ある こ と か ら , 原

告ら教職員に対 し , 入学式 , 卒業式等の式典にお いて国歌斉唱 の際に , 国旗

に.向か っ て起立 し国歌 を斉唱する義務 , 国歌の ピアノ伴奏をする義務を課す

こ とが , 公共 の福祉による 必要かつ最小限度の制約文 は教職員の地位に基づ

く制約 と して許されるか どう かと いう こ とが問題と なる ,

こ の点に関 し , 被告 引導 原告ら教職員 ｢き学習指導要領の 国旗 ･ 国 歌条項

に基づ き 生徒に対し て 国 歌斉唱 の指導を行 うため , 入学式 , 卒業式等の式

典にお いて国歌斉唱の際 に国旗に向かっ て起立 し , 国歌 を斉唱する こ と , ピ

アノ伴奏をする こと が職務内容の一部と な っ て お り , 校長 か ら本件通達に基

づ いた職務命令を受けた場合に は , 入学式 , 卒業式等の式典会場の指定され

た席で国旗に 向 か っ て起立 し , 国歌 を斉唱す る義務 , ピア ノ 伴奏をする義務
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を負 っ て いる 旨主張する。 そ こ で , 以 下 , 原告ら教職員は , 学習指導要領の

国旗 ･ 国歌 条項 , 本件通達及 び これに基づく 各校長 の本件職務命令によ り

入学式 , 卒業式等の式典にお い て 国歌斉 唱 の際に 国旗に 向 かっ て起立 し , 国

教 を斉唱する義務 , 国 歌斉唱 時 に ピア ノ 伴奏をする義務を負 っ て い る か否かも

換言す る と 学習指導要領の国旗 1 国歌 条項 , 本件逼議及び こ れに幕づく 各

校長の本件職務命 令 に より , 原告ら教職員 の 思想 , 良心の自由 を制約する こ

と は公共の福祉に よ る必要 かつ最小限の制約 と して許される の か否か につ い

て検言寸する こ とルごする。

国 学習指導要領の 国旗 ･ 国歌条項に基づく義務に つい て

ア ま ず最初に , 原告ら教職員が , 学習指導要領 の 国旗 ･ 国歌条項に,基づき ,

入学式 , 卒業式等の式典に おいて 国 歌斉唱 の際 に国旗に 向かっ て起立 し ,

国歌を斉唱する義務 , ピア ノ 伴奏をする義務を 負 っ て い る か否かにつ い て

検討する。 この点に関し , 教育基本法 1 0 条 1 項が ｢教育は , 不当な支配

に服す る こ となく , 国 民全体に対し直接に 責任 を負 っ て 行われるべ き も の

である。 ｣ と規定し , 同条 2 項が ｢教育行政 は , こ の自覚のもと に , 教育

の目 的 を遂行す る に 必要な諸条件の整備確立 を目標と して行わ な ければな

らな い可 と規定 してい る こ と と の関係 で , 学習指導要領の 国旗 ･ 国 歌条

項が法的効力を有している の か否かが問題となる。

イ 学習指導要領の 法的効力 につ い て

国は , 憲法上 , 適切な教育政策を樹立 , 実施する権能を有 し , 国 会 は ,

国 の立法機関と して , 教育の 内容及 び方 法 につ いて , 法律によ り , 直接又

は行政機関に授権 して 必要かつ 合理的な規制を施す権限 を有している。 の ′

みな らず , 国は , 子 どもの利益のた め文 は子 ども の成長に対する社会公共

の利益のた め , 必要かつ合理的な規制を施すこ と が要請される場合もあり

得る の であ っ て , 国会が教育基本法 1 0 条 にお い て こ の よ う な権限 の 行使

を自己限定した も のと角翠すること は困難で ある , む しろ , 教育基本法 1 0
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条 は‐ 国の教育統 制権能を 前提と しつ つ , 教育行政の 宮藤を教育の目的の

遂行に 必要な諸条件の整備確立 に置 き , その整備確立 の ため の措置 を講ず

る に当 た り 教育の自 主性尊宙の 見地 か ら , こ れに対す る 不当 な支配と な

らな い ようにす『べきと の 限 定 を付したものと角凖する の が相当で ある。 した

が っ て , 教育に対す る 行政権力 の 不当 , 不 要の 介 入 は排除 されるべき で あ

る と して も , 許容される目的の ため に必要かつ合理的と認め られる措置は ,

たとえ教育の内容及び方法に 関す るもの であっ て も 教育基本法 1 0 条に

反 しないものと解する のが相当 であ る。 そ して , 文部科学大臣は , 前記争

いの ない事実等(2潔 のと お り , 学校教育法 4 3 条 , 7 3 条に基づき , 高等

学校及び盲学校 , ろ う 学校及 び養護学校高等部 の教科に 関する事項を定め

る権限 を有してお り 上記高等学校等にお ける教育内容及び方 法 につ いて ,

それ ぞれ教育の機会均等 の確保等の 目 的 の た め に 必要かつ合理的な基準と

して , 学校教育法施行規則 5 7 条の 2 , 7 3 条 の 1 0 に基づき , 学習指導

要領を定めてい る。 したが っ て、 この ような目的の もと に 定め られた学習

指導要領は , 原則と して法規と して の性質を有する もの と解する のが相 当

である。 もっ と も 国の教育行政機関 が , 法律の授権に基づ いて普通教育

の内 容 及び方法に つ い て蓮守すべ き基準を設定する場合に は , 上記のとお

り教育の自主性尊重の 見地の ほか , 教育に関す る 地方自治の原則をも考慮
　

　

する と 教育における機会均等の確保と全国的な 一定の水準の維持という

目的 の ために必要かつ合理的 と認められる 大綱的な基準に止 める べきもの

と解する のが相当である。 そうだとする ね 学晋指導要領の個別の条項が ,

上記大綱的基準を逸脱し , 内容的 にも教職員に対し ･一 方的な一定の理論や

観念 を生徒に教え込 む こ と を強制する よ うなもの である場 合に#法 教育基

本法 1 0 条 1項所定の 不当な支配に該当するもの と して , 法規と しての性

質を否定する の が相 当 で あ る。 (最大判昭 和 5 1 年 5 月 2 1 日荊第 3 0 巻

6 号 6 1 5 薦 , 最一撃i平成 2 年 1 月 1 8 日集民 1 5 9 号 1 頁参 照 )
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こ れを学習指導要領の国旗 ･ 国 歌条項に つ いて み て み る と , 同条項は ,

日本人 と して の自覚を養い , 国 を愛する 心 を育て る と と も に , 生徒が 将来 ,

国際社会に お い て尊敬さ れ , 信頼される日本人と して成長 して いく た め に

は , 生徒に 国旗 , 国 歌 に対する 正 しい認識を持たせ , それら を尊重する態

度を育てる こ と が重要な こ と である こ と , 入学式 , 卒業式等は , 学校生 蒲

に有意義な変化や折り 目 を付 け , 厳粛で清新な 気 分 を味 わい , 新 しい 生活
　

へ の動機付け を行い , 集団へ の所属感を濃め るうえでよ い機会となる こ と

か ら この よう な入学式 , 卒業式等の 意義を踏ま えた う えで こ れらの式

典にお いて , 国旗を掲揚すると ともに , 国歌を斉嘱する と の趣旨で設け ら

れ た規定と解される (甲 2 7 6 , 乙 1 8 参 照 )。 こ の よ う な 学習指導袋領

の国旗 ･ 国歌条項の趣旨に 照 らす と , 国旗 , 国 歌 に関す る 定め は , そ の性

質上 , 全国 的 にな される こ とが 望ま しいもの と い え , 教育にお ける機会 均

等の確保と全国的な一定の教育水準の維持と いう目的の た めに , 国旗 ･ 国

歌条項を学習指導要領の一部と して規定する必要性は あ る とい うべき で あ

る。 そ うだと する と 学習指導要領の 国旗 ･ 国 歌 条項が , 教育の自 主性尊

重 , 教育にお ける機会均等の確保と全国的 な一定の水準の維持と い う 目 的

のた め に必 要 か つ 合理的 と認め られる 大綱的 な基準を逸脱する も の で な

く , 内容的にも一方的な“定の理論や理念を生徒に教え込む こ と を教職員

に強制する もの でない 限り , 法的効力を有する と解する のが相当で ある。

そ こ で , 学習指導要領の 国旗 ･ 国歌条項をみ て み る に , 同条項は , ｢入

学式や卒業式な どに お いて は , その意義を踏ま え , 国旗を掲揚すると と も

に., 国 歌を斉唱する よ う指導す るもの とする . ｣ と規定する の み で あ っ て ,

それ以 上 に国旗 , 国歌につ いて どの よ うな教育をする か につ いてま では定

めて は いな い。 ま た , 学習指導要領の 国旗 ･ 国 歌条項は , 国旗掲揚 ･ 国歌

斉唱 の 具体的方法等につ いて指示する もので はなく , 入学式 , 卒業式の ほ

かに どのような行事に 国旗掲揚 ･ 国 歌斉唱 を行う かにつ い て , 各学校に指
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宗する もの で もなく , 国旗掲揚 ･ 国歌斉唱 を実施する行事の選択" 国旗掲

揚 , 国 歌斉唱 の実施方法等比 つい ては , 各学校の判断に委ねて お り , そ の

内容 が一義的 な も の になっ てい ると い う こ と は でき な い。 さ ら に , 学習指

導要領の国旗 h 国 歌条項は , 教職員が生徒に対 して 日 の丸 , 君が代を巡る

歴史的事舞等を教え ること を 禁止する もの で はなく , 教職員に対 し , 国旗 ,

国歌 に ついて一方的 な一 定の理論 を 生徒に教え込 む こ と を強制するもの と

はい え ない。

才 以上 によれば , 学習指導要領の 国旗 ･ 国歌条項は , 前記 ｣イの学習指導要

領全般の法的効力 に関する基準に照ら して も , 法的効力 を有 する と解する

のが相当で ある。 もっ とも 学習指導要領の 国旗 ･ 国歌条項の 法的効力 は,

前記ウ のとおり , そ の内容 が教育の 自 主性尊重 , 教育にお ける機会均等 の

確保と全国的な一定水準の維持と いう目的の た め に必要かつ合理的 と認 め

られる 大綱的な基準を定め るもの であ り かつ , 教職員に対し一方 的 な一

定の理論や理念を 生徒に教え込 むこ と を強制 しな いと の解釈の 下 で認め ら

れるもの である。 したが っ て , 学習指導要領の国旗 ･ 国歌条項が , こ の よ

うな解釈 を超えて 教職員に対 し , 入学式 , 卒業式等の式典に おいて国歌

斉唱の際に国旗に 向 か っ て起立 し , 国 歌 を斉唱する義務 , ピアノ 伴奏を す

る義務を負わせ て いるもので ある と解す る こと は困難で ある ,

力 小括

以 上の検討結果によれば , 学習指導要領の国旗 ･ 国歌 条項は" 法的効力

を有 してい るが , 同条項か ら , 原告ら教職員が入学式 , 卒業式等 の式典に

お い て国歌斉唱 の際に国旗に 向 か っ て 起 立 し , 国歌を斉層 する義務 , ピア

ノ伴奏をする義務ま で を導き出すこと は困難 で ある と いう べきである。

団 本件通達に基づく義務につ い て

ア 被告都教委は , 地数行法 2 3 条 5 号に基づき , 都立学校の教育課程 , 学

習指導 , 生徒指導等に関する事項につ き管理 , 執行権限 を有 し , 被告部数
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委教育長 は , 同法 ヱ 7 条 1 項に基づき , 上記権限 に属する事務をつ かさど

る とこ ろ , 横山教育長は ,
上記権限に 基づ い て , 都立学校の各校長に対す

る職務命令と して本件通 達 を 発 した もの と認め ら れる。 と こ ろ で , 被告都

教委教育長が 地数行法 1 7 条 1項 , 2 3 条 5 号 に 基づ き発する通達な い し

職務命令に,つ いて も , 前記(3)の学習指導要領と 同様に , 教育基本法 1 0 条

の趣旨である教育に対する行政権力 の不当 , 不 要 の介入の排除 , 教育の自

主性乾草の見 地の ほ か , 教育にお ける機会均 等 の確保と 一定の水準の維持

と いう目的の ため に 必要か つ合理的 と認め られる大綱的な基準に.止 める べ

き もの と解するのが相当 で あ る。 そ う だ とする と 被告都教委教育長 の 発

する通達な い し職務命令が , 上記 大綱 的 基 準を逸脱 し , 内 容 的 にも教職員

に対し一方的な- 定の理論や観念を生徒に教え込 む こ と を強制するよ う な

もの である場合 に はゞ教育基本法 1 0 条 1項所定の 不当 な支配に該当する

ものと して違法に なるもの と解する のが相当 であ る ,

以上の観点か ら , 本件通達をみ る こ と にする , 本件通 達 は , 被告都教委

教育長 か ら都立学校の各校長に 対 して発 せられた もの であり , 教職費に対

して発せられ たも の ではな い。 したが っ て , 原告ら教職員は , 本件通達に

基づ いて , 直ち に 入学式 , 卒業式等の式典におい て国歌斉唱 の際に国旗に

向か っ て起立 し , 国 歌を斉唱すること , ピアノ伴奏をするこ と につ い て義

務を 負 う こ とはない , しか し , 本件通産の内容は , 入学式 , 卒業式等の式

典にお ける国旗掲揚 , 国頭斉唱の具体的方法等につ いて詳細 に指示する も

の であり (前記争い の な い事実等同法 国旗掲揚 , 国 歌斉唱 の実施方法特

につ いて は , 各学校の裁量を認める余 地 はほとん どない ほ どの 一義的 な内

容にな っ て い る。 ま た , 前記前提事実くめァ ない しウメ4)ア ない しク , ケ銃 ,

(切ない し鮒 ,
ス によれば , ①被告都教委は本件通達発令と 同時に都立 学校

の各校長ら に対し ｢適格性に課題の ある教育管理職の取扱い に 関 す る 要綱 J

を発表 した こ と , ②被告都教委は , 本件通達発令後 , 都立学校の各校長に



対 し , 入学式 , 卒業式等の式典にお ける 国 歌斉唱 の実施方法 , 教職員に対

する職務命令の発令方法 , 教職員の不起立等の現認方法及び被告都数萎へ

の報告方法等につ い て詳細な指示 を 行 っ た こ と ⑧都立学校の 各校長 は ,

被告都教委の指示に従っ て , 教職員 に 対 し , 入学式 , 卒業式等の式典に お

いて 国歌斉唱の際に起立 して 国歌 を斉唱する こ と , ピアノ伴奏をするよ う

職務命令を発 した こ と ④都立学校の各校長 は , 教職員が上記職務命令 に

　

　

違反 した場合 , これを服務事故と して被告都激震に報告 した こ と ⑤被告

都教委 は , 上記職務命令に違反 した教職員 につい て , 1 回 目 は戒告 , 2 回

目及 び 3 回 目は減給 , 4 回 目 は停職と の基準で懲戒処分を行う とともに ,

再発防止研修を受講させた こ と ⑥被告都教委“富 定年退職後に再雇用 を

希望する教職員 につ い て、 入学式 , 卒業式等の式典にお い て 国歌斉唱 の際

に起立 して国歌を斉唱 しない な どの職務命令違反が あ っ た場合 , 再雇用 を

拒否した こ と が認められる。 前記各認定事実に照 らすと 本件通達及 び こ

れに 関する被告都教委の一連の指導等は , 入学式 , 卒業式等の式典にお け

る国旗掲揚 , 国 歌斉唱 の実施方法等 , 教職員に対する職務命令 の発令等に

ついて , 都 立学校の各校長の裁量を許さず , こ れ を強制する も のと評価す

る ことが できるう え , 原告ら教職員に対して も 都立学校の各校長 の職務

命令を介 して , 入学式 , 卒業式等の式典に お い て国歌斉唱 の際に起立して

国歌を斉唱する こと , ピアノ伴奏をす る こ と を強制 して い たものと評価す

る こ と ができ る。 そ う だと す ると , 本件通達及 び こ れに 関する被告都教委

の都立学校の各校長に対する…運の指導等 はー 教育の自主性を侵害する う

え , 教職員に対 し一方的な･ 定の理論や観念を生徒に教え込む こと を強制

する ことに等しく , 教育における機会均等の確保と一定の水準の維持と い

う目的のた めに必要かつ 合理的 と認め られる大綱的な基準を逸脱してい る

と の誇り を免れ ない。 した が っ て , 本件通達及 び こ れに関する被告都教委

の都立学校の各校長 に対する 一連の指導等 は , 教育基本法 1 0 条 1項所定
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の不当な支配に該当するもの と して違法と解する のが相当であ り , ひい て

は , 原告ら都立学校の教職農の入学式 , 卒業式等の式典にお い て国歌斉唱

の際に , 国旗に向 か っ て起立 しない自由 , 国歌を斉唱しない自由 , 国歌 を

ピア ノ 伴奏 しな い自由に対する公共の福祉の観点から許容されて い る制約

と は言 い難いと い うべきで ある。

なお , 国旗 ･ 国歌法は , 日の丸を国旗 , 君が代を国歌と規定するのみ で

あっ て , 国旗掲揚 , 国歌斉唱の実施方法等に関して は何ら規定を置い て お

らず , 前記前提事実印によれば , 同法の立法過程におい て も '政府関係者

に よ っ て , 同法が国民生活殊に国旗 , 国歌の指導に かか わる教職員の職務

上 の責務に何ら変更を加える もの ではない と の説明がされて い た こ と が認

め られ , 同法が教職員に対 し , 国旗掲揚及び国歌斉唱の義務を課 したも の

と解する こと は でき な い。 そうだとする と , 本件通達及びこれに関する被

告都教委の一連の指導等は , 国旗 " 国歌法の立法趣旨にも反 した , 行き過

ぎた指導と いわざる を得な い。

以上 のと お り , 本件通達及 びこれに関する被告都教委の一連の指導等は ,

教育基本法 1 0 条に反 し , 憲法 1 9 条の思想 p 良心の自由 に対し , 公共の

福祉の観点か ら許容された制約の範囲を超えているというべきであっ て ,

これによ り , 原告ら教職員が , 入学式 , 卒業式等の 式典にお いて国歌斉唱

の際に , 国旗に向かっ て起立 し , 国歌 を斉唱する義務 , ピア ノ伴奏をする

義務を負うものと解すること はできない。

校長の職務命令に基づく義務につ いて

都立学校の各校長は , 学校教育法 2 8 条 8 項 , 5 1 条 , 7 6 条に基づ き ,

校略をつ かさどり , 所属職員を監督する権限を有してお り , 所属職員に対

して職務命令を発する こと が でき , 所属教職員は , 原則と して , 各校長の

職務命令に従う義務を負う (地方公務員法 3 2 条) ものの , 当該職務命令

に重大かつ明白な瑕疵が ある場合には , これに従う義務がない も の と解す

ウ

　

ア
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る の が相当である (最三 小判昭和 5 3 年 1 1月 1 4 日判タ 3 7 6 号 7 3

頁)。
イ こ れ を本件について み てみ る と , 前記(3)ウの学習指導要領の国旗 ･ 国歌

条項の制定趣旨か らすれば , 都立学校の卒業式 , 入学式等の式典において ,

国旗を掲揚する こ と 国歌を答嘱する こ と ば , 生徒らに対する教育の 一環

と いうこ とが でき 都立学校にお いて こ の ような教育が行われる こ と自体
　

　

は正当なものと いうこ とが できよう。 そう だとすると , 原告ら教職員は ,

｢教育をつ かさ どる者｣ と して (学校教育法 2 8 条 3項 , 5 1 条 , 7 6 条),

生徒に対して , 一般的に言づて , 国旗堀場 , 国歌斉唱に関する指導を行う

義務を負うも のと解されるか ら 入学式 , 卒業式等の式典が円滑に進行す

る よう努力すべきであり , 国旗掲揚 , 国教斉唱を積極的に妨害する よ う な

行為 に及 ぶ こと , 生徒らに対して国旗に向か っ て起立 し , 国歌を斉唱する

こ と の拒否を殊更に偏る ような行為に及ぶ こ と などは , 上記義務に照ら し

て許されな いもの と い わな ければならな い。 .

しか し , 原告ら教職員は , 前記(3九 回の とおり , 国旗 ･ 国歌法 , 学習指

導要領の国旗 ･ 国歌条項 , 本件通達によ り , 入学式 , 卒業式等の式典に お

い て国歌斉唱 の際に国旗に向 か っ て起立 し , 国歌 を斉唱するま での義務 ,

ピアノ伴奏をするま での義務はなく , む しろ思想 , 良心 の自由 に基づ き ,

これらの行為を拒否する 自由を有してい る ものと解する のが相当であ る。

ま た , 原告ら教職員が入学式 , 卒業式等の式典において 国 歌斉唱の際に 国

旗に向かっ て起立する こ と 国歌を斉唱する こ と を拒否した と しても 格

別 , 式典の進行や国歌斉唱を妨害する こ と はないう え , 生徒ら に対して 国

歌斉唱の拒否を殊更煽るお それが ある とま ではい えず , 学習指導要領の国

旗 『 国歌条項の趣旨である 入学式 , 卒業式等の式典における 国旗 ･ 国歌に

対する 正 しい認識を持たせ , こ れを尊重する態度を育てると の教育目標を
　

　

阻害するおそれが あるとまで はいい難い。 さ らに , 原告 らの う ち音楽科担
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当数巖は , 音楽科の授薬に お い て ピアノ伴奏をする義務を負づでいるもの

の , 入学式 , 卒業式等の式典に お ける国歌斉唱の伴奏は音楽科の授業と は

異なり , 必ずしもこれを ピアノ伴奏で行わ なければならな いもの で はな い

し , 仮に音楽科担当教員が国歌斉唱の際 の ピアノ伴奏を拒否 した と しても ,

他の代替手段も可能と考えられ , 当該教員 に対 し伴奏を拒否する か否か に

つい て予め確認 してお け ば式典の進行等が滞る お それもない はずである。

そ して , 原告ら教職員が 入学式 , 卒業式等の式典にお い て国歌斉唱の際に

国旗に 向 かっ て起立 して国歌を斉唱する こ と ピアノ伴奏をする こ と を拒

否 した場合に , これと は異なる世界観 , 主義 , 主張等を待つ者に対し , あ

る種の 不快感を与える こ と が あ る と して も 憲法は相反する世界観 , 主義 ,

主張等を持つ者に対しても相互の理解を求め てい る の で あ つ て (憲法 1 3

条等参照), この ような 不快感等に より原告ら教職員の基本的人権を制約

するこ げま相当とは思われない。

そ う だとする と , 原告ら教職員が , 入学式 , 卒業式等の式典にお いて国

歌斉唱 の際に , 国旗に向 かっ て起立 し , 国歌を斉唱する こ と ピアノ伴奏

をする こ と を拒否したと して も 都立学校における教育目標 , 規律等を害

する こともなく , 生徒 , 保護者 , 他の教職員等他者の権利に対する侵害と

なる こ ともないから , 原告 ら が都立学校の教職員の地位に,ある こ と を考慮

して も 同人らの上記行為を制約するこ と は , 必要 か つ最小限度の制約を

超える ものであり , 憲法 1 9 条に違反するものと解する の が相当である。

したがっ て , 都立学校の各校長が , 本件通達に基づ き , 原告ら教職員に対

し , 入学式 , 卒業式等の式典にお いて国歌斉唱の際に国旗に向かっ て起立

し , 国歌を斉唱せ よ と の職務命令を発する こ と に は , 重大かつ 明白な瑕疵

があると いうべき で ある。 そ う だとすると , 原告ら教職員は , 本件通遂に

基づく 各校長の職務命令に、基づき , 入学式 , 卒業式等の式典に お いて国 歌

斉唱 の際に国旗に向か っ て起立 し , 国歌を斉唱する義務 , ピアノ伴奏をす

‐ 67 -



る義務を負うもの と解する ことは できない ,

(の 小括

以上検討 したと お り , 原告ら教職員は , 思想 o 良心 の自由に基づき , 入学

, 式 , 卒業式等の式典におい て国歌斉唱の際 に国旗に、向か っ て起立 し , 国歌を

　
　

斉唱する こ と を拒否する自由 ,
ピア ノ 伴奏をする こ とを拒否する自由 を有 し

て いると こ ろ , 違法な本件通達に基づく各校長の職務命令に基づ き , 上記行

為を行う義務を負うこ と はない ものと解する の が相当で ある , そうする と

･
被告都教委が , 原告ら教職員が本件遺産に基づく各校長の職務命令に基づき ,

入学式 , 卒業式等の式典にお いて国歌斉唱の際に国旗に向か っ て起立 しない

こと , 国歌を斉唱 しな いこ と ピア ノ伴奏を しな い こ と を理由と して懲戒処

分等をするこ と は ,‐ そ の裁量権の範囲を超え著 しく は そ の濫用 に なると認め

られるか ら 在職中の原告らが上記行為を行う義務のない こ と の確認の ほか

に , 被告都教委が 上記懲戒処分等をして はならない旨命ずる のが相当である

(平成 1 6 年法律第 8 4 号による改正後の行政事件訴訟法 3 7条の 4 第 5 項

参照〕。

原告らの請求は , 前記 ｢第 1 請求J の第 1 ない し第 4 項の記載を文字通

り読めば , 原告ら教職員は , 学校の入学式 , 卒業式等の式典会場で , お よ そ

い かなる場合にお い て も 国旗に向かつて起 立する義務がない こ と 国歌を

　

　

斉唱する義務がない こ と ピアノ伴奏をする義務がないこ と , 前記各義務を

怠っ たため に懲戒処分されない こ と を求めて いるもの のように解される。 し

か し , 上記で検討した と おり , 本件通達及 びこれに基づく各校長 の職務命令

が違法なので あ っ て , 原告らの請求は , 本件通達及び こ れに基づく各校長の

職務命令に従う義務が な い こ とを求め , また , 上記職務命令に違反 した こ と

を理由 に処分されない ことを求める限度で理由がある の で , そ の限度で認容

し , その余 は理由 がなく棄却する のが相当である。

4 争点国 (国家賠償請求権の存否) につ い て
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前記 2 で検討した こ と に加えて , 証拠 (甲 1 7 4 の 1 , 同 1 7 6 の L 同 1

7 8 の 1 及び 2 6 , 同 1 8 1 , 1 8 偽 1 8 3 の 暮 同 1 8 4 , 1 8 5 , 1 8

6 の 1 , 同 1 8 7 , 1 9 0 の 1 な い し 3 0 . 3 2 なし環-一 1 8 8 , 1 4 0 ない し

2 2 8 , 同 1 9 1 の 1 ない し 1 4 , 1 6 な い し 3 6 , 3 8 ない し 1 1 法 1 1

6 ない し 1 1 7 . 同 1 9 2 の 1 な い し 1 5 , 同 1 9 3 の 1 ない し 2 8 . 3 0 な

い し 4 3 , 同 2 0 為 2 0 2 , 2 0 9 の 1及び 2 , 同 2 6 3 , 2 8 0 , 証人 h

プ
. へ

- , 同 , 同ギ
., 同, 原告い

, 同 -

こ と , 同 , 同 "
“ 同 , 同メ メ, 同“ ?

及び弁論の全趣旨によれば , 原 告 らは , 本件通産に基づく各校長の職務命令に

基う き , 入学式 , 卒業式等の式典において国歌斉嚏 の際に国旗に向か っ て起立

し , 国歌を斉唱する義務 ,
ピアノ伴奏をする義務を負わ ないにも かか わ らず,

　

　

違法な本件通産及びこれに襄づく各校長の本件職務命令に よって , 入学式 , 卒

業式等の式典にお いて国歌斉唱の際に国旗に向かっ て起立し , 国歌を斉唱する

か否か , ピアノ伴奏をする か杏か の岐路に立たされた こ と ある いは自らの思

想 ･ 良心に反 して本件通達及 びこれに基づく各校長の本件職務命令に従わされ

たこ と によ り , 精神的損害を被っ た こ と が認め られる。 こ れらの損害額は , 前

記違法行為 の態様 , 被害の程度等を総合考慮すれば , 1 人当たり 3 万円を下ら

ないものと認定する の が相当であり , 当該判断を覆すに 足 り る証拠は存在しな

い。 なお , 本件遼産は , 原告らに対して , 直接 , 入学式 , 卒業式等の式典にお

い て国歌斉唱 の 際 に国旗に向か っ て起立 し , 国歌を斉唱する こ と , ピア ノ伴奏

をするこ と を命ずるもの ではない が , 前記 3 (4M のと お り , 本件通蓬は , 都立

学校の各校長によ る本件職務命令を介して原告らに上記行為を強制する もの で

あるこ と 被告都教委は , 本件遼遷発令後 , 都立学校の各校長に対し , 入学式 ,

卒業式及 び周年行事におい て , 本件通選に基づき教職員に対して職務命令を発

する よう強く指導して い る こ と , 都立学校の各校長は , 上記被告都教委の指導

に基づき , 本件通達発令後間もなく , 原告らに対し , 入学式 , 卒業式等の式典
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に お いて 国 歌斉唱 の際に 国旗に向 かっ て起立 し , 国歌を斉唱する こ と , ピア ノ

伴奏をする こ とと の職務命令を発する旨告げて いる こ と が認められ , これらの

認定事実に照らすと 前記損害賠償請求の遅延損害金の起算日 , すな わち不法

行為時は , 本件通産発令日 であ る平成 1 5 年 1 0 月 2 3 日 であると認め るの が

相当である。

第 4 結論

国旗 凸 国歌法の制定 ･ 施行されでい る現行法 下 にお い て , 生徒に , 日本人と し

て の 自覚を養い , 国を愛する心を育て る とともに , 将来 , 匿際社会におい て尊敬

され , 信頼される 日本人と して成長させる た め に , 国旗 , 国歌に対する正 しい認

識を持たせ , それらを尊重する態度を育て る こ とは重要なこ と である。 そ して ,

学校に お ける 入学式 , 卒業式等の式典は , 生徒に対し , 学校生活に有意義な変化

や折り 目 を付け , 厳粛で清新な 気分を味わきせ , 新しい生活への動機付け を行い ,

集団への所属感を深めさせる意味で貴重な機会と いうべきであ る。 こ の よ う な入

学式 , 卒業式等の式典の意義 , 役割を考えるとき , これら式典にお い て , 国旗を

掲げ , 国歌を斉唱するこ と は有意義なも のと いうこ とが でき る。 しか し , f也方 で ,

こ の ような式典にお いて , 国旗 , 国 歌 に対 し , 宗教上 の信仰に準ずる世界観 , 主

義 , 主張に基づいて , 国旗に向か っ て起立 したくない教職員 , 国歌 を斉唱 したく

ない教職員 , 国歌の ピアノ伴奏を したくない教職員がい る こと もま た現実で ある。r

, .
こ の ような場合におい て , 起立したくない教職員 , 斉唱 したく な い教職煽り ピア

ノ伴奏 したくな い教職員に 対 し , 懲戒処分をしてま で起 立させ , 斉唱等させる こ

と は , いわば , 少数者の思想良心の自由 を侵害し , 行き過ぎた措置である と思料

する次第である。 国旗 , 国歌 は , 国民に対し強制する ので は なく , 自然のう ち に

国民の間に定着させると いうの が 国旗 ･ 国歌法の制度趣旨で あり , 学習指導要領

の 国旗 ･ 国歌条項の理念と考え られる。 これら 国旗 ･ 国歌法の制度趣旨等 に照ら

すと , 本件通達及びこれに基づく各校長の原告ら教職員 に対する職務命令は遵法

である と判断 した次第で ある。
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以上検討した結果に よれば , 原告らの請求は , 主文第 1 ない し第 5 項の限度 で

理由 が ある の でこれを認容し , そ の余は理由がな い の で こ れを秦却する こ と と し ,

仮執行宣言の申立 て に つい て は不相当である の でこれを付さ な い こ と と して , 主

文の とおり判決する。
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